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1. 感染再拡大防止に向けた市民等への要請・呼びかけ
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●市民への呼びかけ

●大学等へのお願い

●経済界へのお願い

○大阪府の要請内容に基づき、呼びかけやお願いを実施。

（内容は、資料2「大阪府の要請内容等について」の1ページのとおり）

（内容は、資料2「大阪府の要請内容等について」の2ページのとおり）

（内容は、資料2「大阪府の要請内容等について」の2ページのとおり）

期間：12月1日～12月31日



●帰省や旅行、外出、会食は、 「少人数」 「分散」
「短時間」を意識して行ってください。

●部屋の換気や加湿を心がけ、マスクや手洗い等
の感染対策も忘れずお過ごしください。

安心して年末年始を過ごすために
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感染拡大防止に向け、次の取組を継続。

○その他の市民への周知・啓発

①ホームページ、広報さかい、SNSによる市民への周知

②感染予防ポスターの掲示（市関連施設、民間事業者施設）

③国の接触確認アプリ「COCOA」や「大阪コロナ追跡システム」への登録の呼びかけ

3



2. 市主催等イベントでの取組

○以下の感染対策を徹底のうえ、国・府の基準（別表参照）に基づき開催。
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①感染予防ガイドラインに基づく感染防止の徹底

②感染予防ポスターの掲示

③感染防止を呼びかける場内放送の実施

④国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの
追跡対策の徹底及び利用者への案内

⑤類似イベントにおける感染の状況に応じて、開催の自粛も検討

⑥屋外のイベントにおける酒類の提供については屋内のイベントの基準に準じ少人数、短時間
の提供に努める

⑦全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する
際には、そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談 ⇒事前相談制度は廃止



●イベントの開催について（府主催（共催）のイベントを含む）

ü 主催者に対し、府全域を対象に、以下の開催制限を要請
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◆ 感染防止安全計画は、イベント開催日の2週間前までを目途に大阪府に提出すること

◆ 「その他（安全計画を策定しないイベント）」について、府が定める様式に基づく感染防止策等を記載した

チェックリストを作成し、HP等で公表すること。当該チェックリストは、イベント終了日より1年間保管すること

◆ 国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底

β1 参加人数が5,000人超かつ収容率50％超のイベントに適用

β2 安全計画策定イベントでは、「大声なし」の担保が前提

β3 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要）

収容定員が設定されていない場合は、大声あり：十分な人と人との間隔（できるだけ2ｍ、最低1ｍ）を確保し、大声なし：人と人

とが触れ合わない程度の間隔を確保すること

β4 「大声あり」は、「観客等が通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」と定義

β5 飲食提供は、業種別ガイドラインの遵守、同一テーブル4人以内など、業態に応じた感染防止対策を守ることを条件とする

β6 イベントを開催する施設管理者は、上記のイベント開催制限を守ること

感染防止安全計画策定 β1 その他（安全計画を策定しないイベント）

人数上限 β3 収容定員まで 5,000人又は収容定員50％のいずれか大きい方

収容率 β3 100％ β2 大声なし：100％、大声あり：50％ β4

（別表 第61回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議資料より）
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３. 施設（市有施設）の取扱い

○各施設において感染対策を実施のうえ、通常どおり運営。ただし、以下の

施設については次のとおり運用。
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・市営公園等の無料バーベキューエリア3か所については、当面の間利用を禁止
（原池公園【中区】、舟渡池公園【美原区】、海とのふれあい広場【堺区】）



4. 行政の取組

○感染拡大の防止等の観点から以下の取組を徹底することにより、市民と職員、職員同士の接触機会を
減少。

①職員間の夜の会食は、「4人以下」で、「マスク会食」「2時間以内」「感染防止認証ゴール
ドステッカー取得店舗の利用」を徹底

②「堺スタイルの働き方」を実施

③テレワーク、時差出勤等による職員の接触低減
※テレワーク、時差出勤の積極的な活用を推奨

④自転車通勤の推奨

⑤会議等におけるオンラインの活用

⑥職場内の感染防止の徹底
・職場の一斉換気の実施やパーテーション等の設置
・休憩室や更衣室等でマスクを外しての会話はしない
・昼食等の際にマスクを外しての会話はしない
・現場等への出張等（公用車の同乗等）にマスクを外しての会話はしない
・少しでも体調が悪い場合、無理に出勤させないことを徹底
・不織布マスクの奨励

⑦Web会議、ビジネスチャット等の活用の推奨

⑧職員のワクチン接種の推奨
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5. 学校園の取組
○幼児児童生徒の安全を守るため、以下の感染対策を徹底。

① 感染対策を徹底したうえで、通常登校を継続する。
授業では一定の身体的距離を保ち、合唱など感染リスクの高い教科活動には、適切な感染対策を行い実施するなどの
対応を行う。

② 登校時の健康観察カードによる体調確認に加え、毎授業の開始時に健康確認を行う。また、マスクの正しい着用を促
す。

③ 感染拡大を防止するため、「新型コロナウイルスの感染が確認された場合のガイドライン」に則して、学校と教育委
員会で検査対象者を抽出し、休業措置等を迅速に判断する。

④ 運動会・体育大会等の学校行事は、感染対策を徹底して行ったうえで実施。
修学旅行等泊や府県間の移動を伴う行事も、感染対策を徹底して行ったうえで実施。

⑤ 部活動について
・感染対策を徹底したうえで、通常の活動を実施。
・部活動前後での生徒どうしによる飲食を控えるとともに、更衣時に身体的距離を確保するよう指導。

⑥ 感染拡大により学校休業となった場合、オンラインによる学活・健康観察・課題説明やオンライン授業（ライブ配信
等）の実施、家庭学習を進めるための学習計画の配付や課題の提示など、学校の状況に応じて学習支援を行う。
感染が不安で登校ができない等の児童生徒については、オンラインによる健康観察・課題説明や保護者の希望による
授業のライブ配信等の実施、家庭学習を進めるための学習計画の配付や課題の提示など、学校の状況に応じて学習支
援を行う。

⑦ 学校施設開放事業は通常どおり実施。

⑧ 放課後児童対策等事業は学校に準じた対応で実施する。

⑨ 教職員の健康管理等について
・体調不良時のルールに基づいた対応を実施。
・教職員へワクチンの接種を推奨する。

8



６. こども園の取組

○園児の安全を守るため、感染対策を徹底のうえ通常の保育を実施。

※通園児、保育者等に陽性者が出たときは、感染拡大防止のため発生園の臨時休園

等を行うことがある
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